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計
画
期
間

　

平
成　

年
度
か
ら
平
成　

年
度
ま

２１

２３

で
の
３
年
間
。

計
画
の
主
な
内
容

●
高
齢
者
保
健
福
祉
の
充
実

　

「
い
き
い
き
生
涯
現
役
の
ま
ち
づ

く
り
」
を
計
画
の
基
本
理
念
と
し
、

こ
の
実
現
の
た
め
、
①
福
祉
の
心
の

ま
ち
づ
く
り
②
生
涯
健
康
の
ま
ち
づ

　

介
護
認
定
者
数
の
増
加
に
伴
い
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
も
、
年
々
増

加
傾
向
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
第
４
期
介
護
保
険
事

業
計
画
で
は
、
要
介
護
・
要
支
援
の

認
定
者
数
を
約
３
０
０
０
人
と
見
込

み
、
現
在
の
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
状
況

な
ど
を
踏
ま
え
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
量

や
介
護
給
付
費
を
推
計
。
施
設
利
用

に
お
い
て
は
、
施
設
待
機
者
の
状
況

を
考
慮
し
、
介
護
老
人
福
祉
施
設
や

小
規
模
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
の
利
用
増
加
を
見
込

ん
だ
計
画
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
度
か
ら
、
介
護
従
事

者
の
処
遇
改
善
に
係
る
報
酬
が
改
定

さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
計
画
を
策

定
し
て
い
ま
す
。

　市は、第４期介護保険事業計画

に基づき、平成２１年度整備分の

地域密着型サービス事業者を募

集しています。

　今回募集する事業の種別は、地

域密着型介護老人福祉施設（小規

模特別養護老人ホーム）と夜間対

応型訪問介護事業所です。

　整備を計画、または希望される

事業者は、５月２９日�までに、関

係書類を保険課介護保険係へ提

出してください。

　詳細は、お問い合わせくださ

い。募集要項等は、市ホームペー

ジにも掲載しています。

地域密着型
サービス事業者

募
集

　

市
は
、
医
療
制
度
改
革
や
今
後
の
高
齢
者
の
動
向
な
ど
を
踏
ま
え
、

市
の
高
齢
者
保
健
福
祉
施
策
の
基
本
的
な
考
え
方
や
目
指
す
べ
き
方
向

性
を
示
す
と
と
も
に
、
介
護
保
険
事
業
の
安
定
的
な
運
営
を
図
っ
て
い

く
た
め
、「
老
人
保
健
福
祉
計
画
・
第
４
期
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を
策

定
し
ま
し
た
。

　

計
画
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
計
画
の
詳
細
と
、
策
定

に
当
た
っ
て
昨
年　

月　

日
〜
１
月
９
日
に
実
施
し
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ

１２

１５

メ
ン
ト
制
度
で
寄
せ
ら
れ
た
ご
意
見
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
公
表
し
て
い
ま
す
。

老
人
保
健
福
祉
計
画
・

第
４
期
介
護
保
険
事
業
計
画
を
策
定

■
問
い
合
わ
せ　

保
険
課
介
護
保
険
係
（
�
�
０
２
９
９
）

●
保
険
料
の
軽
減

　

介
護
給
付
費
や
介
護
予
防
事
業

（
地
域
支
援
事
業
）
の
財
源
は
、
第

１
号
被
保
険
者
（　

歳
以
上
）、
国
、

６５

県
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金

か
ら
の
負
担
金
や
交
付
金
、
市
の
負

担
金
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
介
護
給
付
費
や
介
護
予

防
事
業
費
が
増
え
れ
ば
、
保
険
料
も

増
額
が
必
要
と
な
り
、
第
１
号
被
保

険
者
の
介
護
保
険
料
も
大
幅
な
引
き

上
げ
が
必
要
と
な
り
ま
す
。し
か
し
、

介
護
給
付
費
準
備
基
金
や
介
護
従
事

者
処
遇
改
善
特
例
基
金
を
活
用
す
る

こ
と
で
、
介
護
保
険
料
引
き
上
げ
を

極
力
押
さ
え
た
計
画
と
し
て
い
ま

す
。

く
り
③
生
涯
社
会
参
加
の
ま
ち
づ
く

り
④
生
涯
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ
く

り
⑤
安
心
介
護
の
ま
ち
づ
く
り
の
５

つ
を
基
本
目
標
と
し
ま
す
。

　

外
出
支
援
や
健
康
診
査
、
生
涯
学

習
な
ど
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
と
な

る
こ
と
を
予
防
し
ま
す
。
ま
た
、
ま

ち
づ
く
り
活
動
の
推
進
や
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
の
促
進
等
、
地
域
が
一
体

と
な
っ
て
要
援
護
高
齢
者
等
を
支
え

る
体
制
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま

す
。

●
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
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介
護
保
険
料
は
、
介
護
保
険
事
業

計
画
策
定
に
伴
い
、
今
後
３
年
間
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
必
要
な
費
用
の
見

込
額
で
算
定
し
た
基
準
額
を
も
と

に
、　

歳
以
上
の
皆
さ
ん
の
所
得
段

６５

階
に
応
じ
て
設
定
し
て
い
ま
す
。

　

市
の
試
算
で
は
、
要
介
護
認
定
者

数
は
７
％
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
数
は

　

％
、
サ
ー
ビ
ス
給
付
費
は
施
設
入

１０所
者
の
増
加
等
で　

・
６
％
、現
在
よ

２８

り
も
そ
れ
ぞ
れ
増
加
す
る
見
込
み
で

す
。
こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
今

後
も
制
度
の
安
定
的
な
運
営
を
図
る

た
め
、
保
険
料
の
改
定
を
行
い
ま
し

た
。
併
せ
て
、
被
保
険
者
の
負
担
能

力
に
応
じ
て
き
め
細
か
く
対
応
で
き

る
よ
う
、
従
来
の
第
４
段
階
を
２
つ

に
区
分
し
、
保
険
料
段
階
の
見
直
し

も
行
い
ま
し
た
。

　

な
お
、
今
回
の
改
定
に
当
た
っ
て

は
、
介
護
給
付
費
準
備
基
金
３
億
５

５
０
０
万
円
（
標
準
負
担
一
人
当
た

り
年
額
１
万
３
７
５
円
軽
減
）、介
護

従
事
者
処
遇
改
善
臨
時
特
例
基
金
２

３
９
８
万
円
（
標
準
負
担
一
人
当
た

り
年
額
７
０
１
円
軽
減
）を
活
用
し
、

保
険
料
を
軽
減
し
て
い
ま
す
。

　

被
保
険
者
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

歳
以
上
の
人
の　
　
　

６５介
護
保
険
料
の
納
め
方

▽
特
別
徴
収
…
年
金
額
が
年
額　

万
１８

円
以
上
の
人
は
、
年
金
支
給
時
（
年

６
回
）
に
天
引
き
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
な
お
、　

歳
到
達
時
に
は
、

６５

約
１
年
間
は
納
付
書
に
よ
る
納
付
が

必
要
で
す
。

▽
普
通
徴
収
…
年
金
額
が
年
額　

万
１８

円
未
満
の
人
は
、
送
付
す
る
納
付
書

で
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
納
付

に
は
、
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
ま
た
今
年
度
か
ら
、
納

期
前
の
保
険
料
を
ま
と
め
て
納
付
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

〈
ご
注
意
〉

　

特
別
な
理
由
な
く
介
護
保
険
料
を

納
め
な
い
で
い
る
と
、
滞
納
期
間
に

応
じ
て
保
険
給
付
が
制
限
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
に
よ
り

一
時
的
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
場
合
は
、
徴
収
猶
予
や
減
免

を
受
け
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、税
務
課
市
民
税
係（
�
�
０
２
１

４
）へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
料
を

改
定
し
ま
し
た

第４期（軽減 
後）と第３期
の保険料比較

保　険　料〔年額〕

対　　　　象　　　　者
保険料 
段　階

第４期（平成２１～２３年度）
第３期 

（平成２０年度） 軽減後の額 
（実際の負担額）

本来の額

５００円２２,１００円２７,６００円２１,６００円
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税 
・生活保護の受給者

第１ 
段階

５００円２２,１００円２７,６００円２１,６００円
世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計
所得金額の合計が８０万円以下の人

第２ 
段階

７００円３３,１００円４１,４００円３２,４００円世帯全員が市民税非課税で、第２段階に該当しない人
第３ 
段階

―３６,７００円４５,９００円―
本人が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得
金額の合計が８０万円以下の人（世帯に課税の人がいる）

第４ 
段階

１,０００円４４,２００円５５,３００円
（※１）　　　　

４３,２００円 
本人が市民税非課税で、第４段階に該当しない人
（世帯に課税の人がいる）

第５ 
段階

１,２００円５５,２００円６９,１００円
（※２）　　　　

５４,０００円 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が２００万
円未満の人

第６ 
段階

１,６００円６６,３００円８２,９００円
（※３）　　　　

６４,７００円 
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が２００万
円以上の人

第７ 
段階

（※１）旧第４段階。対象者は本人が市民税非課税（世帯に課税の人がいる）　　（※２）旧第５段階　　（※３）旧第６段階

所得段階別保険料


